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県
内
神
社
関
係
者
の
皆
様
に
於
か
れ
ま
し
て
は
、
日
々
奉
仕
神
社
の
護
持
運

営
並
び
に
当
庁
の
諸
業
務
に
深
い
御
理
解
と
御
協
力
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
こ

と
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
は
、
全
国
神
社
総
代
会
大
会
を
始
め
県
神
社
庁
総
代
会
連
合
大
会
な
ど
、

大
き
な
行
事
に
も
多
大
な
る
御
理
解
と
御
協
力
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
こ
と
重

ね
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

お
蔭
を
も
ち
ま
し
て
全
国
大
会
並
び
に
連
合
大
会
共
に
大
過
な
く
開
催
す
る

こ
と
が
で
き
、
特
に
全
国
神
社
総
代
会
大
会
に
お
い
て
は
東
海
五
県
を
始
め
、

全
国
よ
り
お
越
し
頂
い
た
多
く
の
皆
様
よ
り
お
褒
め
の
言
葉
を
頂
戴
し
て
お
り

ま
す
こ
と
皆
様
に
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

　

神
職
や
氏
子
総
代
は
、
日
常
そ
れ
ぞ
れ
の
神
社
で
神
明
奉
仕
に
励
ん
で
い
ま

す
が
、
こ
の
度
の
大
会
の
よ
う
に
関
係
者
が
一
堂
に
会
し
て
、
神
宮
遙
拝
や
敬

神
生
活
の
綱
領
の
唱
和
、
並
び
に
聖
寿
万
歳
を
行
う
こ
と
は
、
全
国
の
神
社
関

係
者
の
強
い
繋
が
り
や
連
帯
感
が
実
感
で
き
る
貴
重
な
機
会
に
な
っ
た
か
と
思

い
ま
す
。

　

神
社
を
取
り
巻
く
情
勢
は
年
を
経
る
毎
に
厳
し
く
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
県

内
各
地
や
全
国
津
々
浦
々
に
も
、
私
た
ち
と
同
じ
く
神
明
奉
仕
の
た
め
に
日
々

御
活
躍
さ
れ
て
い
る
仲
間
が
多
く
お
り
ま
す
。
こ
の
先
も
、
県
内
は
元
よ
り
全

国
の
神
社
関
係
者
の
強
い
絆
を
以
て
遷
宮
奉
賛
を
始
め
、
神
社
や
祭
礼
の
護
持

継
承
に
努
め
て
い
く
こ
と
が
先
人
達
の
想
い
に
応
え
る
こ
と
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

　

県
内
各
神
社
の
氏
子
総
代
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
地
域
の
氏
子
の
代

表
と
し
て
神
社
の
護
持
運
営
に
御
尽
力
頂
い
て
お
り
ま
す
こ
と
に
深
く
敬
意
を

表
し
ま
す
と
共
に
、
私
ど
も
県
神
社
総
代
会
の
諸
事
業
に
関
し
ま
し
て
も
日
頃

よ
り
御
高
配
を
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
こ
と
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
の
十
月
二
十
八
日
に
開
催
し
ま
し
た
全
国
神
社
総
代
会
大
会
に
は
、
県

内
各
地
よ
り
多
く
の
氏
子
総
代
の
皆
様
に
お
越
し
頂
き
全
国
各
地
よ
り
神
職
や

氏
子
総
代
の
皆
様
を
盛
大
に
お
迎
え
で
き
ま
し
た
こ
と
、
衷
心
よ
り
重
ね
て
厚

く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

私
ど
も
神
社
総
代
会
設
立
以
来
の
最
大
の
行
事
と
な
り
、
開
催
県
の
会
長
と

し
て
当
日
ま
で
は
非
常
に
不
安
な
日
々
を
過
ご
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
い
ざ
当

日
の
盛
況
を
拝
し
ま
す
と
改
め
て
県
内
神
社
関
係
者
の
結
束
を
実
感
し
、
こ
の

先
の
神
社
界
の
発
展
を
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

当
日
お
越
し
頂
き
ま
し
た
全
国
総
代
会
を
始
め
神
社
本
庁
の
役
員
の
皆
様
方

か
ら
も
、「
盛
況
な
大
会
で
あ
り
長
野
県
の
神
社
関
係
者
の
素
晴
ら
し
い
結
束

を
拝
見
で
き
感
動
し
た
」
と
の
お
言
葉
も
多
く
頂
戴
し
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
先
も
、
こ
の
よ
う
な
団
結
の
絆
を
も
っ
て
各
神
社
の
護
持
発
展
に
邁
進

し
て
頂
け
れ
ば
幸
甚
に
存
じ
ま
す
。

御
挨
拶

�

長
野
県
神
社
総
代
会
長
　
藤 
村
　
吉 

彦

令
和
八
年
度
に
向
け
て

�

長
野
県
神
社
庁
長
　
滝
　
　 

和 

人
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全
国
神
社
総
代
会
主
催
に
て
開
催
し
て
い
る
総

代
会
の
全
国
大
会
は
、
各
県
の
持
ち
回
り
で
毎
年

開
催
さ
れ
て
お
り
、
令
和
七
年
度
は
十
月
二
十
八

日
長
野
市
ホ
ク
ト
文
化
ホ
ー
ル
を
会
場
と
し
て
総

勢
一
三
〇
〇
名
余（
内
県
内
参
加
者
約
七
〇
〇
名
）

の
参
加
者
に
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

本
大
会
は
、
日
頃
よ
り
全
国
各
地
の
神
社
そ
れ

ぞ
れ
に
て
神
明
奉
仕
に
励
む
氏
子
総
代
が
一
堂
に

会
し
団
結
と
進
む
べ
き
方
向
の
確
認
の
た
め
に
開

催
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
神
社
本
庁
並
び
に
開

催
県
神
社
庁
の
全
面
的
な
支
援
に
よ
り
開
催
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

長
野
県
に
お
い
て
は
昭
和
二
十
一
年
に
県
神
社

庁
並
び
に
県
神
社
総
代
会
が
設
立
さ
れ
て
以
降
、

最
大
の
行
事
と
な
り
神
職
及
び
氏
子
総
代
な
ど
県

内
の
神
社
関
係
者
の
総
力
を
も
っ
て
準
備
運
営
に

当
た
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　

大
会
は
午
後
十
二
時
五
十
分
か
ら
清
興
・
記
念

講
演
・
式
典
の
三
部
構
成
と
し
、
第
一
部
の
清
興

に
は
『
戸
隠
神
社
太
々
神
楽
』
が
披
露
さ
れ
ま
し

た
。
当
神
楽
は
県
の
無
形
民
俗
文
化
財
に
も
指
定

さ
れ
戸
隠
神
社
と
最
も
縁
が
深
い
「
天
の
岩
戸
開

き
」
に
因
ん
だ
舞
が
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
始
め
に

告
文
が
奏
上
さ
れ
る
神
事
と
し
て
献
奏
さ
れ
る
こ

と
が
特
徴
で
す
。
普
段
は
清
浄
な
神
域
内
の
み
で

行
う
神
楽
で
す
が
、
こ
の
度
の
全
国
大
会
に
際
し

特
別
に
神
社
外
に
て
披
露
さ

れ
ま
し
た
。

　

当
日
の
午
前
中
に
は
、
全

国
神
社
総
代
会
役
員
並
び
に

鷹
司
尚
武
神
社
本
庁
統
理
及

び
久
邇
朝
尊
神
宮
大
宮
司
を

始
め
と
す
る
神
社
本
庁
役
員

が
戸
隠
神
社
中
社
に
正
式
参

拝
を
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
二
部
は
、
長
野
県
立
大

学
学
長
で
あ
る
金
田
一
真
澄

氏
に
よ
る
記
念
講
演
を
実

施
。「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野

で
若
者
と
一
緒
に
地
域
の
未

来
を
」
と
題
し
た
講
演
で
は
、
日
本
特
有
の
地
理

的
環
境
、
歴
史
と
神
社
や
神
道
と
の
関
わ
り
、
言

語
や
文
学
に
見
ら
れ
る
感
性
が
い
か
に
育
ま
れ
て

き
た
か
を
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
自
然
と
共
に

生
き
て
き
た
日
本
文
化
の
核
と
し
て
、
地
域
毎
に

伝
承
さ
れ
て
き
た
祭
礼
の
護
持
に
つ
い
て
触
れ
、

現
状
の
人
口
減
少
社
会
の
中
で
各
地
域
に
伝
承
さ

れ
て
い
る
祭
礼
を
維
持
し
て
い
く
か
、
そ
の
た
め

の
方
策
の
一
つ
と
し
て
、
学
生
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

活
用
な
ど
提
言
し
「
若
者
と
各
神
社
や
地
域
の

人
々
と
の
関
係
の
構
築
に
よ
り
、
地
域
の
活
力
が

増
す
、
と
い
う
広
い
視
野
を
持
っ
て
神
社
や
地
域

の
未
来
を
紡
い
で
欲
し
い
」と
講
演
さ
れ
ま
し
た
。
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第
三
部
の
式
典
で
は
藤
村
県
総
代
会
長
の
開
会

の
辞
に
続
き
、
全
国
総
代
会
長
（
代
理
後
藤
康
雄

副
会
長
）
式
辞
と
し
て
「
全
国
神
社
共
通
の
課
題

で
あ
る
少
子
高
齢
化
の
中
で
の
祭
祀
の
護
持
継
承

に
つ
い
て
、
改
め
て
全
国
各
地
の
神
社
関
係
者
が

そ
の
価
値
を
再
認
識
し
、
次
世
代
に
継
承
し
て
い

け
る
よ
う
関
係
団
体
と
よ
り
緊
密
に
連
携
し
て
い

く
べ
き
」
と
挨
拶
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
規
程

表
彰
と
し
て
長
年
の
神
明
奉
仕
の
功
績
を
称
え
る

べ
く
全
国
各
地
の
総
代
六
十
三
名
の
表
彰
を
行
い

ま
し
た
。

　

式
典
に
は
来
賓
と
し
て
鷹
司
統
理
・
久
邇
大
宮

司
を
始
め
神
道
政
治
連
盟
会
長
（
代
理
林
秀
俊
副

会
長
）・有
村
治
子
参
議
院
議
員・長
野
県
知
事（
代

理
新
田
恭
士
副
知
事
）・
荻
原
健
司
長
野
市
長
が

出
席
さ
れ
ま
し
た
。

　

鷹
司
統
理
か
ら
は
「
い
よ
い
よ
諸
祭
儀
も
始

動
し
た
神
宮
式
年
遷
宮
、
斯
界
を
挙
げ
て
遷
宮

の
意
義
啓
発
に
努
め
国
民
総
奉
賛
の
気
運
を
高

め
て
参
り
た
い
」
と
の
祝
辞
に
続
き
、
久
邇
大

宮
司
か
ら
も
、
遷
宮
の
御
用
材
を
納
め
る
木
曽

の
御
杣
山
と
数
百
年
に
亘
る
関
わ
り
な
ど
に
も

言
及
さ
れ
た
祝
辞
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
表
彰
者
謝
辞
・
事
業
報
告
を
経
て
大

会
宣
言
が
満
場
一
致
で
採
決
さ
れ
、
次
年
度
開
催

県
で
あ
る
和
歌
山
県
総
代
会
副
会
長
の
挨
拶
に
続

き
聖
寿
万
歳
に
て
閉
会
し
ま
し
た
。

大 

会 

宣 

言

　

大
東
亜
戦
争
終
結
八
十
年
の
節
目
の
年
を
迎
へ
る
に
あ
た
り
、

我
々
神
社
総
代
は
、
家
族
の
安
寧
と
祖
国
の
弥
栄
を
願
ひ
な
が
ら
、

そ
の
尊
き
命
を
擲
た
れ
た
英
霊
の
御
霊
に
感
謝
と
尊
崇
の
真
心
を

捧
げ
る
と
と
も
に
、
そ
の
御
遺
徳
を
顕
彰
し
、
真
に
豊
か
な
国
を

築
い
て
ゆ
く
べ
く
、
国
民
精
神
の
復
興
に
努
め
て
き
た
。

　

時
恰
も
第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮
の
諸
祭
儀
が
古
式
ゆ
か
し

く
斎
行
さ
れ
て
ゆ
く
中
で
、
我
々
は
新
た
な
決
意
と
覚
悟
を
以
て
、

そ
の
意
義
啓
発
と
国
民
総
奉
賛
の
機
運
の
醸
成
に
努
め
る
と
と
も

に
、
建
国
以
来
受
け
継
い
で
き
た
瑞
穂
の
国
の
麗
し
き
文
化
と
伝

統
を
力
強
く
継
承
す
る
こ
と
を
期
し
、
次
の
目
標
を
掲
げ
、
共
に

邁
進
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。

一
、�
第
六
十
三
回
神
宮
式
年
遷
宮
に
向
け
て
神
宮
奉
賛
の
誠
を
捧

げ
、
神
宮
大
麻
の
頒
布
活
動
に
一
層
尽
力
す
る
と
と
も
に
、

皇
室
敬
慕
の
念
の
醸
成
に
努
め
る
。

一
、�

神
職
と
一
致
協
力
し
て
、
祭
祀
の
厳
修
と
適
正
な
神
社
運
営

に
努
め
る
と
と
も
に
、
地
域
社
会
の
活
性
化
に
資
す
る
べ
く
、

伝
統
文
化
の
継
承
と
共
同
体
意
識
の
昂
揚
に
努
め
る
。

一
、�

鎮
守
の
森
の
保
護
育
成
を
通
じ
て
、
次
代
を
担
ふ
健
全
な
青

少
年
の
教
化
育
成
に
努
め
る
。

　
　

令
和
七
年
十
月
二
十
八
日

�

第
六
十
回
全
国
神
社
総
代
会
大
会
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令
和
七
年
度
の
神
社
庁
神
社
総
代
会
の
連
合
大

会
が
十
月
三
十
一
日
、
佐
久
市
猿
久
保
の
長
野
県

立
武
道
館
に
於
い
て
南
佐
久
支
部
・
支
会
の
当
番

に
よ
り
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

開
催
に
先
立
ち
、
清
興
と
し
て
佐
久
市
湯
原
の

湯
原
神
社
式
三
番
の
前
年
奉
納
舞
台
が
映
像
に
て

紹
介
さ
れ
し
ま
し
た
。
こ
の
式
三
番
は
二
百
六�

十
三
年
前
の
宝
暦
年
間
に
奉
納
記
録
が
残
っ
て
い

ま
す
。
次
に
、
日
本
会
議
会
長
の
谷
口
智
彦
氏
に

よ
る
記
念
講
演
が
行
わ
れ
ま
し
た
。
御
自
身
の
誕

生
日
に
安
倍
元
総
理
が
夢
枕
に
立
た
れ
諭
さ
れ
た

こ
と
が
会
長
受
託
の
大
き
な
理
由
に
な
っ
た
こ

と
、
安
倍
政
治
の
継
承
を
期
待
さ
れ
る
高
市
内
閣

の
展
望
に
つ
い
て
な
ど
、
安
倍
内
閣
の
内
閣
官
房

で
あ
っ
た
谷
口
氏
な
ら
で
は
の
貴
重
な
お
話
を
伺

い
ま
し
た
。
そ
の
後
日
程
に
従
い
大
会
が
開
催
さ

れ
、次
年
度
当
番
と
な
る
木
曽
支
部
長
挨
拶
の
後
、

聖
寿
の
万
歳
を
も
っ
て
散
会
と
な
り
ま
し
た
。

　

本
年
度
の
受
賞
者
は
神
職
三
名
、
総
代
十
三
名

で
あ
り
ま
し
た
。

　

当
日
暖
房
設
備
が
う
ま
く
作
動
せ
ず
、
会
場
内

肌
寒
く
感
じ
ら
れ
た
と
存
じ
ま
す
。
当
番
支
部
と

し
て
こ
こ
に
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
。

第
八
十
回

長
野
県
神
社
庁
長
野
県
神
社
総
代
会
連
合
大
会

第
八
十
回

長
野
県
神
社
庁
長
野
県
神
社
総
代
会
連
合
大
会

県指定無形民俗文化財　湯原神社式三番

日本会議　谷口智彦会長による記念講演

功績表彰
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令
和
七
年
十
月
二
十
二
日
・
二
十
三
日
に
亘
り

諏
訪
大
社
（
宮
司
村
上
益
弘
）
に
お
い
て
第

五
十
七
回
全
国
諏
訪
神
社
連
合
大
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
大
会
は
、
全
国
の
お
諏
訪
様
を
奉

祀
す
る
御
分
社
の
宮
司
や
神
職
、
総
代
等
関
係
者

が
一
年
に
一
度
総
本
社
で
あ
る
諏
訪
大
社
に
集
い

開
催
さ
れ
る
も
の
で
、
大
会
前
日
に
は
全
国
諏
訪

神
社
連
合
会
役
員
会
、
大
会
一
日
目
は
北
海
道
か

ら
九
州
ま
で
全
国
各
地
よ
り
約
三
〇
〇
名
が
参
加

し
ま
し
た
。

　

先
ず
参
加
者
は
諏
訪
大
社
下
社
秋
宮
（
下
諏
訪

町
）
に
集
合
し
正
式
参
拝
の
後
、
会
場
を
茅
野
市

民
館
に
移
し
総
会
を
開
催
。
総
会
で
は
全
国
諏
訪

神
社
連
合
会
会
長
（
諏
訪
大
社
宮
司
村
上
益
弘
）

挨
拶
に
続
き
、
県
神
社
庁
長
滝
和
人
氏
、
開
催
地

の
茅
野
市
長
今
井
敦
氏
の
来
賓
挨
拶
が
あ
り
、
参

加
者
を
代
表
し
て
埼
玉
県
深
谷
市
岡
廼
宮
神
社
宮

司
渡
邊
俊
雄
氏
が
挨
拶
し
ま
し
た
。
続
く
議
事
で

は
、
令
和
六
年
度
事
業
報
告
・
決
算
及
び
令
和
七

年
度
活
動
計
画
・
予
算
の
審
議
等
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
議
事
終
了
後
に
は
恒
例
の
諏
訪
信
仰
に
関
す

る
講
演
と
し
て
、文
筆
家
北
沢
房
子
氏
に
よ
る「
諏

訪
の
神
さ
ま
が
気
に
な
る
の
～
な
ぜ
諏
訪
神
社
は

広
が
っ
た
？
～
」
と
題
し
て
講
演
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
講
演
後
は
、
清
興
と
し
て
御
諏
訪
太
鼓
保
存

会
に
よ
る
御
諏
訪
太
鼓
の
演
奏
が
披
露
さ
れ
、
そ

の
後
に
全
国
御
分
社
の
弥
栄
を
祈
念
し
万
歳
三
唱

を
行
い
、
盛
会
裡
に
一
日
目
の
大
会
を
終
了
し
ま

し
た
。

　

翌
日
二
日
目
は
午
前
九
時
よ
り
諏
訪
大
社
上
社

本
宮
（
諏
訪
市
）
に
お
い
て
参
加
者
約
一
〇
〇
名

が
参
列
す
る
中
、
村
上
宮
司
に
よ
る
神
徳
敬
仰
奉

賛
祭
が
斎
行
さ
れ
、
諏
訪
大
神
の
大
稜
威
に
感
謝

し
、
皇
室
の
弥
栄
、
全
国
諏
訪
御
分
社
、
関
係
者

の
弥
栄
隆
昌
が
祈
念
さ
れ
ま
し
た
。
祭
典
後
は
紅

葉
真
盛
り
の
蓼
科
へ
向
か
い
車
山
ス
カ
イ
プ
ラ
ザ

に
お
い
て
解
散
式
を
行
い
、
一
同
来
年
の
再
会
を

誓
い
、
全
日
程
を
終
了
し
ま
し
た
。

第
五
十
七
回
　全
国
諏
訪
神
社
連
合
大
会
開
催

神徳敬仰奉告祭

全国諏訪神社連合会会長挨拶

神　　　　　州 （142号）令和８年３月１日（7）



「
御
遷
宮
」
で

使
わ
れ
る
の
は
何
の
木
？

　

御
社
殿
や
鳥
居
、
宇
治
橋
な
ど
の
建
造
物
を
建

て
替
え
る
際
に
使
わ
れ
る
木
を
「
御
用
材
（
ご
よ

う
ざ
い
）」と
い
い
ま
す
が
、遷
宮
の
御
用
材
に
は
、

太
く
て
長
い
国
産
の
檜
が
使
用
さ
れ
ま
す
。

ど
の
く
ら
い
の
量
が
使
わ
れ
る
の
？

　

量
に
し
て
約
八
千
五
百
立
方
メ
ー
ト
ル
、
本
数

に
す
る
と
約
一
万
本
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
前
号
で
は
、「
御
遷
宮
い
ろ
は
」
と
し
て
伊
勢
の
神
宮
に
つい
て
、ま
た
御
遷
宮
の
基
本
に
つい
て
記
し
ま
し
た
。

　
今
号
で
は
、
今
年
か
ら
い
よ
い
よ
始
ま
り
ま
す
「
御
木
曳
行
事
」
に
つ
い
て
、
ま
た
更
に
踏
み
込
ん
で 

「
御
遷
宮
」
に
つ
い
て
一
緒
に
学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。

御
遷
宮
の
し
お
り
②

御
遷
宮
の
し
お
り
②  

……  

御御お
き
ひ
き

お
き
ひ
き
木木
曳曳
行
事
行
事

第62回御遷宮「御仙始祭」

ど
こ
か
ら
伐
り
出
さ
れ
て
い
る
の
？

　

遷
宮
の
御
用
材
を
調
達
す
る
山
の
こ
と
を
「
御

杣
山
（
み
そ
ま
や
ま
）」
と
い
い
ま
す
が
、
鎌
倉

時
代
中
期
ま
で
は
、
神
宮
の
す
ぐ
後
ろ
の
山
を
御

杣
山
と
し
御
用
材
が
伐
り
出
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
御
遷
宮
に
は
沢
山
の
木
が
使
わ
れ
ま
す
か

ら
、
神
宮
の
裏
山
は
二
十
年
毎
の
御
遷
宮
を
重
ね

る
う
ち
に
み
る
み
る
ハ
ゲ
山
に
な
っ
て
し
ま
い
、

適
し
た
材
木
が
調
達
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。
そ
こ
で
御
杣
山
は
、
三
河
や
美
濃
な
ど
を

転
々
と
し
千
七
百
年
代
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
木

曽
の
山
を
御
杣
山
と
し
て
い
ま
す
。
二
百
年
以
上

も
木
曽
の
山
か
ら
御
用
材
を
伐
り
出
す
こ
と
が
で

き
て
い
る
の
は
、
木
曽
に
は
「
木
一
本
、
首
一
つ
」

と
い
う
厳
し
い
伐
採
禁
止
令
が
敷
か
れ
る
ほ
ど
の

保
護
政
策
が
あ
っ
た
か
ら
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

現
在
で
は
、
再
び
神
宮
の
裏
山
を
御
杣
山
と
す
る

た
め
の
植
林
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
御
用
材
に

な
る
に
は
二
～
三
百
年
の
月
日
が
必
要
と
い
わ
れ

て
い
ま
す
の
で
、
実
際
に
御
用
材
と
し
て
伐
り
出

さ
れ
る
に
は
今
か
ら
百
年
は
先
に
な
る
と
の
こ

と
、
ま
だ
ま
だ
先
の
話
の
よ
う
で
す
。

御
木
曳
行
事
と
は
何
で
す
か
？

　

前
号
で
紹
介
し
た
「
御
杣
始
祭
」
で
伐
り
出
さ

れ
た
「
御
樋
代
木
」
を
曳
き
込
む
「
御
樋
代
木
奉

曳
式
」
が
昨
年
六
月
に
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
一
般

的
に
は
御
杣
山
か
ら
伐
り
出
さ
れ
た
御
用
材
を
、

神
宮
の
神
域
ま
で
運
び
込
む
の
が「
御
木
曳
行
事
」

で
す
。
陸
路
を
曳
く
の
が
「
陸
（
お
か
）
曳
」、 御木曳行事（平成18年５月）

化粧が施される御神木

神　　　　　州（142号） 令和８年３月１日（8）



御木曳行事「奉曳車」（平成18年５月）

内
宮
に
は
五
十
鈴
川
を
利
用
し
て
曳
く
「
川
曳
」

が
あ
り
、
地
元
伊
勢
に
住
む
「
神
領
民
」
が
担
っ

て
い
ま
し
た
。

神
領
民
で
な
い
と
御
木
曳
行
事
に

参
加
で
き
な
い
の
？

　

以
前
は
神
領
民
で
な
い
と
当
行
事
に
参
加
す
る

こ
と
が
許
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
第
六
十

回
御
遷
宮
か
ら
神
領
民
以
外
（
神
社
本
庁
関
係

者
・
一
日
神
領
民
）
の
参
加
が
許
さ
れ
る
よ
う
に

な
り
、
徐
々
に
条
件
が
緩
和
さ
れ
、
前
回
の
第

六
十
二
回
御
遷
宮
で
は
一
般
募
集
（
一
日
神
領
民

→
特
別
神
領
民
）
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
第
六
十
三
回
御
遷
宮
も
、
一
般
募
集
が
行
わ

れ
ま
す
の
で
是
非
御
参
加
く
だ
さ
い
。

御
木
曳
行
事
は
いつ
行
わ
れ
る
の
？

　

今
の
と
こ
ろ
の
予
定
で
す
が
、
第
一
次
御
木
曳

行
事
は
令
和
八
年
五
月
九
日
～
六
月
十
三
日
（
陸

曳
）、
同
七
月
二
十
五
日
～
八
月
二
日
（
川
曳
）。

第
二
次
御
木
曳
行
事
は
令
和
九
年
五
月
八
日
～
六

月
十
二
日
（
陸
曳
）、
同
七
月
二
十
四
日
～
八
月

一
日
（
川
曳
）
と
あ
り
ま
す
。

　

神
社
庁
よ
り
の
通
知
に
具

つ
ぶ
さに
目
を
通
し
て
い
た

だ
き
、御
参
加
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

取
り
壊
さ
れ
た
建
物
の
御
用
材

（
古
材
）は
ど
う
な
る
の
？

　

古
材
と
い
え
ど
一
皮
む
い
て
削
れ
ば
新
品
同
様

で
す
の
で
、
内
宮
と
外
宮
の
棟

む
な
も
ち
ば
し
ら

持
柱
は
二
十
年
後

に
は
宇
治
橋
の
入
口
（
外
側
）
と
出
口
（
内
側
）

の
鳥
居
に
な
り
ま
す
。そ
の
鳥
居
は
二
十
年
後
に
、

桑
名
市
の
七
里
の
渡
し
場
と
関
宿
の
東
追
分
の
鳥

居
に
再
生
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
六
十
年
も
の
間
、

第
一
線
で
お
役
目
を
果
た
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

他
の
御
用
材（
古
材
）は
ど
う
な
る
の
？

　

解
体
後
の
古
材
は
、
内
宮
・
外
宮
の
摂
社
・
末

第62回御遷宮により建て替えられた内宮の鳥居

桑名七里の渡し場　伊勢国一之鳥居
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社
の
修
繕
の
御
用
材
と
な
る
ほ
か
、
全
国
の
神
社

の
修
繕
や
、
災
害
に
遭
っ
た
神
社
の
改
築
・
修
繕

等
に
使
用
さ
れ
る
べ
く
払
い
下
げ
て
（
撤て
っ
か下
・
下か

附ふ

）
頂
き
ま
す
。
ち
な
み
に
、
第
六
十
一
回
御
遷

宮
後
、
七
里
の
渡
の
鳥
居
は
阪
神
淡
路
大
震
災
で

被
災
さ
れ
た
生
田
神
社
の
用
材
に
、
関
宿
の
東
追

分
の
鳥
居
は
生
田
神
社
正
面
の
鳥
居
と
し
て
再
利

用
さ
れ
て
い

る
そ
う
で

す
。
神
社
本

庁
を
通
し
て

申
請
が
必
要

で
は
あ
り
ま

す
が
、
こ
の

よ
う
に
災
害

に
よ
っ
て
喪

失
ま
た
は
焼

失
さ
れ
て
し

ま
っ
た
神
社
に
は
優
先
的
に
下
附
し
て
頂
け
る
よ

う
で
す
。

作
り
替
え
ら
れ
た
御
装
束
・

御
神
宝
は
ど
う
な
る
の
？

　

神
様
が
お
使
い
に
な
ら
れ
る
御
装
束
・
御
神
宝
、

こ
ち
ら
も
全
国
の
神
社
に
下
附
さ
れ
ま
す
。
神
宮

の
御
祭
神
と
縁
の
あ
る
神
社
で
あ
る
と
か
、
撤
下

後
の
展
示
手
段
等
の
条
件
は
あ
り
ま
す
が
、
古

材
・
御
神
宝
い
ず
れ
に
い
た
し
ま
し
て
も
、
神
宮

や
御
遷
宮
の
意
義
を
広
め
、
盛
り
上
げ
る
一
助
と

な
っ
て
い
ま
す
。
神
社
本
庁
を
通
じ
て
申
請
を
し

て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

県
内
で
神
宮
よ
り

下
附
さ
れ
て
い
る
神
社
は
？

　

古
い
と
こ
ろ
で
諏
訪
大
社
上
社
前
宮
の
御
本
殿

は
、
昭
和
六
年
の
御
遷
宮
古
材
の
下
附
を
受
け
て

建
て
ら
れ
ま
し
た
。
新
し
い
と
こ
ろ
で
は
四
柱
神

社
の
招
魂
殿
が
、
前
回
の
御
遷
宮
で
外
宮
の
外
幣

殿
の
古
材
で
建
て
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、今
回
、

四
柱
神
社
の
宮
坂
宮
司
さ
ん
に
お
話
を
伺
っ
て
参

り
ま
し
た
。
以
前
の
招
魂
殿
は
、
建
立
以
来
長
い

年
月
風
雨
に
晒
さ
れ
傷
み
が
激
し
か
っ
た
の
で
、

古
材
を
下
附
頂
く
よ
う
申
請
を
し
た
と
こ
ろ
、
外

宮
の
外
幣
殿
を
一
棟
そ
の
ま
ま
下
附
頂
け
た
そ
う

で
す
。古
材
は
、前
出
の
鳥
居
の
よ
う
に
一
皮
削
っ

て
使
用
す
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
削
っ
て
使

用
す
る
と
小
さ
く
な
っ
て
し
ま
う
た
め
削
ら
ず
に

関宿の東追分　一之鳥居

四柱神社　招魂殿
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洗
浄
し
て
再
建
立
し
た
と
の
こ
と
で
す
か
ら
、
松

本
に
お
立
ち
寄
り
の
際
は
是
非
と
も
四
柱
神
社
さ

ん
に
お
参
り
し
、
唯
一
神
明
造
の
外
幣
殿
そ
の
ま

ま
の
お
姿
を
間
近
で
見
て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま

す
。

　

四
柱
神
社
で
は
、
前
回
の
御
遷
宮
で
申
請
を
さ

れ
た
と
こ
ろ
四
点
の
御
神
宝
が
下
附
さ
れ
た
と
の

こ
と
で
拝
見
し
て
参
り
ま
し
た
。

一
、�

金
銅
作
御
太
刀
（
こ
ん
ど
う
づ
く
り
の
お
ん

た
ち
）
皇
大
神
宮
御
神
宝

一
、�

御
楯
（
お
ん
た
て
）
皇
大
神
宮
別
宮
伊
佐
奈

岐
宮
御
神
宝

一
、�

御
弓
（
お
ん
ゆ
み
）
豊
受
大
神
宮
別
宮
風
宮

御
神
宝

一
、�

御
胡
簶
（
お
ん
や
な
ぐ
い
）
豊
受
大
神
宮
別

宮
風
宮
御
神
宝

　

現
在
展
示
さ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
（
展
示
施
設
）

は
、
外
幣
殿
を
招
魂
殿
に
と
下
附
さ
れ
た
際
に
修

繕
材
と
し
て
多
め
に
頂
い
た
古
材
で
作
ら
れ
た
そ

う
で
す
。
お
参
り
に
来
ら
れ
た
参
拝
者
に
、
御
神

宝
を
見
て
頂
き
説
明
を
す
る
こ
と
で
、
神
宮
に
関

心
を
持
っ
て
頂
く
、
ま
た
神
宮
崇
敬
の
気
運
を
高

め
る
た
め
、
そ
し
て
神
宮
の
こ
と
御
遷
宮
の
こ
と

を
理
解
し
て
頂
く
よ
う
目
に
つ
く
と
こ
ろ
に
展
示

し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
そ
の
お
隣
に
は
外
幣

殿
の
鰹
木
が
展
示
さ
れ
て
お
り
、
二
十
年
風
雨
に

晒
さ
れ
朽
ち
た
状
態
が
分
か
り
ま
す
。
宮
坂
宮
司

さ
ん
は
、
こ
れ
を
見
な
が
ら
「
天
武
天
皇
の
御
代

か
ら
、
わ
ざ
と
朽
ち
る
よ
う
に
作
ら
せ
二
十
年

経
っ
た
ら
腐
り
建
て
替
え
る
。
日
本
人
は
蘇
り
を

常
と
し
、
主
食
の
お
米
は
籾
を
蒔
い
て
収
穫
し
て

を
繰
り
返
す
、
命
の
連
鎖
と
同
じ
、
人
間
も
経
年

劣
化
し
子
孫
繁
栄
の
た
め
に
命
を
バ
ト
ン
タ
ッ
チ

す
る
。
そ
れ
を
形
で
表
し
て
く
れ
て
い
る
の
が
御

遷
宮
で
す
よ
。」
と
い
う
よ
う
な
説
明
を
さ
れ
て

い
る
そ
う
で
す
。

　

同
じ
よ
う
に
、
県
内
に
は
「
戸
隠
神
社
（
長
野

市
）」
や
「
麻
績
神
明
宮
（
麻
績
村
）」
と
「
刈
谷

澤
神
明
宮
（
筑
北
村
）」
ま
た
「
宇
賀
神
社
（
信

濃
町
）」
に
も
神
宮
よ
り
御
神
宝
が
下
附
さ
れ
た

と
神
州
一
二
三
号
（
平
成
二
十
八
年
八
月
一
日
発

行
）
で
特
集
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
皆
様
の
身
近

な
神
社
も
神
宮
に
御
縁
の
あ
る
神
社
か
も
し
れ
ま

せ
ん
の
で
興
味
を
持
っ
て
お
参
り
頂
け
れ
ば
幸
い

で
す
。

御楯・御弓・御胡簶

豊受大神宮　外幣殿　鰹木

金銅作御太刀
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神
道
行
法
錬
成
研
修
会

�

教
化
委
員
会
　
委
員
長
　
立
澤
俊
輔

　

令
和
七
年
九
月
十
二
日
、
木
曽
郡
王
滝
村
の
御

嶽
神
社
ま
た
御
嶽
山
三
合
目
の
清
滝
に
於
い
て
禊

行
を
行
い
ま
し
た
。
今
回
参
加
者
は
九
名
、
始
め

に
御
嶽
神
社
別
殿
に
て
開
講
式
の
後
、
講
師
の
神

社
庁
錬
成
行
事
道
彦
保
科
正
広
先
生
に
よ
る
禊
祓

行
事
や
鎮
魂
行
事
に
つ
い
て
の
講
義
を
受
け
ま
し

た
。
講
義
を
終
え
て
、
清
滝
へ
移
動
。
ち
ょ
っ
と

し
た
登
山
を
思
わ
せ
る
登
り
道
を
登
れ
ば
そ
こ
に

は
雄
大
な
清
滝
が
待
っ
て
い
ま
す
。
保
科
先
生
の

先
導
に
よ
り
、
祓
詞
、
鳥
船
行
事
等
、
禊
祓
行
事

が
進
み
、
初
参
加
の
方
も
い
る
中
で
は
あ
り
ま
し

た
が
、
心
が
一
つ
と
な
り
、
掛
け
声
や
所
作
が
揃
っ

て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
。
こ
の
後
い
よ
い
よ
滝

へ
入
水
。
こ
の
研
修
会
は
暑
い
時
期
に
行
う
の
が

常
で
す
が
、
今
回
は
九
月
の
開
催
と
い
う
こ
と
で
、

い
つ
も
よ
り
遅
い
季
節
の
滝
水
は
更
に
冷
た
さ
を

増
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
故
か
今
ま
で
以
上
に
心

清滝での禊祓行事

御岳神社別殿での鎮魂行事

教
化
部
事
業
報
告

七
月

３
日	

県
下
神
職
親
睦
球
技
大
会�

於　

上
田
市

５
～
６
日	

雅
楽
研
修
会�

於　

深
志
神
社

14
日	

理
事
会

27
日	

兼
職
祭
式
研
修
会

27
～
28
日	

初
任
神
職
研
修
会
（
前
期
）

30
日	

第
107
回
定
例
協
議
員
会

八
月

７
～
８
日	

靖
國
神
社
参
拝
旅
行

18
～
19
日	

初
任
神
職
研
修
会
（
後
期
）

21
日	

上
皇
上
皇
后
両
陛
下
御
奉
迎�

於　

北
佐
久
郡
軽
井
沢
町

25
日	

総
代
会
支
会
長
会

30
日	

県
教
育
関
係
神
職
協
議
会
総
会

九
月

４
～
５
日	

祭
祀
舞
研
修
会

11
日	

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭�

於　

神
宮

12
日	

神
道
行
法
錬
成
研
修
会�

於　

木
曽
郡
王
滝
村

17
日	

神
殿
例
祭

18
日	

辞
令
伝
達
式

十
月

７
日	

神
宮
大
麻
暦
頒
布
始
奉
告
祭

８
日	

理
事
会

24
日	

本
庁
評
議
員
会�

於　

神
社
本
庁

28
日	

全
国
神
社
総
代
会
大
会�

於　

ホ
ク
ト
文
化
ホ
ー
ル

31
日	

第
80
回
連
合
大
会�

於　

県
立
武
道
館

十
一
月

17
日	

東
海
五
県
紅
葉
会�

於  

三
重
県

20
日	

県
敬
神
婦
人
連
合
会
総
会�

於　

飯
田
市

20
日	

県
内
紅
葉
会�

於　

木
曽
郡
木
曽
町

十
二
月

３
～
４
日	

第
71
回
神
宮
新
穀
感
謝
祭

15
日	

辞
令
伝
達
式

15
日	

総
代
会
支
会
長
会

19
日	

神
宮
大
麻
頒
布
研
修
会�

於　

長
野
市
松
代
町

17
～
18
日	

東
海
五
県
庁
長
参
事
会

22
日	

理
事
支
部
長
合
同
会
議

27
日	

神
宮
大
麻
頒
布
研
修
会�

於　

生
島
足
島
神
社

令
和
八
年
　
一
月

21
日	

新
年
初
会
議

22
～
23
日	

東
海
五
県
神
社
庁
事
務
研
修
会�

三
重
県
当
番

26
日	

教
化
部
合
同
会
議

27
～
30
日	

沖
縄
信
濃
の
塔
慰
霊
祭�

更
級
支
部
奉
仕

二
月

４
～
５
日	

神
政
連
県
本
部
研
修
旅
行�

於　

栃
木
県

16
日	

理
事
会

25
～
26
日	

東
海
五
県
神
社
庁
教
化
神
政
連�

於　

三
重
県

（
主
要
行
事
の
み
抜
粋
）
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身
を
清
め
ら
れ
た
気
が
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
別

殿
に
戻
り
鎮
魂
行
事
を
行
い
ま
し
た
。
雪
洞
の
灯

り
の
み
が
受
講
者
を
照
ら
す
中
、
一
心
不
乱
に
身

体
を
揺
ら
し
な
が
ら
鎮
魂
を
行
い
ま
し
た
。
鎮
魂

行
事
が
進
む
に
つ
れ
、
日
常
で
は
感
じ
ら
れ
な
い

不
思
議
な
感
覚
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

教
化
委
員
会
も
新
た
な
体
制
と
な
り
、
初
め
て

の
研
修
会
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
不

慣
れ
で
、
多
々
不
手
際
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す

が
、
無
事
に
や
り
遂
げ
ら
れ
た
こ
と
を
、
今
は
嬉

し
く
思
い
ま
す
。
次
回
開
催
の
際
は
、
以
前
の
よ

う
に
宿
泊
も
含
め
た
研
修
会
を
企
画
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

青
少
年
と
共
に

　
　
　
～
第
二
十
二
回
靖
國
神
社
参
拝
旅
行
～

�

青
少
年
対
策
推
進
委
員
会
　
委
員
長
　
下
原
伸
一

　

靖
國
神
社
参
拝
旅
行
の
折
、
参
加
者
に
書
い

て
頂
い
た
作
文
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
中
学
生

か
ら
大
学
生
と
い
う
成
長
期
の
学
生
独
特
の
視

点
、
感
性
を
文
脈
の
中
か
ら
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　

終
戦
八
十
年
の
本
年
は
、
八
月
七
日
～
八
日
総

勢
三
十
九
名
の
参
加
。
出
発
時
降
っ
て
い
た
雨
も

上
が
り
晴
れ
渡
っ
た
空
の
下
、
御
英
霊
の
心
に
触

れ
る
東
京
の
旅
で
し
た
。

成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
感
じ
さ
せ
ら
れ
ま

し
た
。

　
私
が
遊
就
館
の
中
で
最
も
心
に
残
っ
た
も
の
は
特

攻
隊
の
こ
と
で
す
。
航
空
機
に
乗
り
爆
弾
と
い
っ

し
ょ
に
的
に
体
当
た
り
し
て
い
た
と
知
っ
た
と
き
は

と
て
も
驚
き
ま
し
た
。
生
き
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
知
り
な
が
ら
ど
う
し
て
戦
闘
機
に
乗
る

こ
と
が
で
き
た
の
か
と
て
も
不
思
議
で
し
た
。
私

だ
っ
た
ら
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
と
思
っ
た
か
ら
で

す
。
で
す
が
、
飛
び
立
つ
前
に
残
し
た
特
攻
隊
の
方

た
ち
の
友
人
や
両
親
、
妻
へ
の
遺
書
を
見
て
命
に
代

え
て
も
守
り
た
い
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
し

た
。

　
英
霊
た
ち
も
、
英
霊
た
ち
の
遺
族
も
、
原
爆
や
空

襲
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
た
ち
も
、敵
国
の
人
も
、き
っ

と
誰
一
人
戦
争
で
幸
せ
な
思
い
を
し
た
人
は
い
な
い

と
思
う
か
ら
先
人
た
ち
が
ま
も
り
た
か
っ
た
平
和
が

全
世
界
に
広
が
っ
て
欲
し
い
と
思
い
ま
し
た
。

感
想
文

�

中
学
二
年
生

　
私
は
今
ま
で
伊
勢
神
宮
に
行
く
子
供
参
宮
団
に
参

加
し
て
い
ま
し
た
が
、
今
年
初
め
て
靖
國
神
社
参
拝

旅
行
に
参
加
し
ま
し
た
。
学
校
の
歴
史
の
授
業
で
戦

争
に
つ
い
て
勉
強
し
て
い
た
け
ど
特
攻
隊
と
し
て
国

の
た
め
に
戦
っ
て
く
れ
た
人
た
ち
の
存
在
や
思
い
に

は
あ
ま
り
勉
強
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
と
て
も
い
い

機
会
に
な
り
ま
し
た
。
バ
ス
の
中
の
事
前
学
習
で
犠

牲
者
の
数
や
祀
ら
れ
て
い
る
英
霊
た
ち
の
数
を
知
っ

た
け
ど
何
部
屋
に
も
続
い
て
終
わ
ら
な
い
遺
影
を
み

て
や
っ
と
数
の
多
さ
を
実
感
で
き
ま
し
た
。
そ
し
て

こ
ん
な
に
多
く
の
方
が
自
分
の
命
に
代
え
て
で
も
ま

も
り
た
か
っ
た
も
の
は
な
ん
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
と
考

え
さ
せ
ら
れ
ま
し
た
。
戦
争
で
は
東
京
も
空
襲
を
受

け
た
の
に
今
は
先
進
国
と
し
て
た
く
さ
ん
の
ビ
ル
や

き
れ
い
な
街
並
み
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
は
戦
後
の

先
人
た
ち
の
努
力
や
英
霊
た
ち
の
尊
い
犠
牲
の
上
に

祭
祀
委
員
会
の
活
動

�

祭
祀
委
員
長
　
清
住
邦
廣

　
「
お
よ
そ
祭
祀
と
は
神
祇
を
ひ
た
す
ら
奉
斎
し
、

神
勅
に
明
ら
か
な
報
本
反
始
の
誠
を
捧
げ
て
、
神

威
を
敬
仰
す
べ
き
こ
と
を
も
っ
て
本
義
と
す
る
。」

と
は
、
神
社
祭
祀
規
定
に
お
け
る
最
初
の
項
の
一

文
で
す
。

　

私
ど
も
祭
祀
委
員
会
は
、
祭
祀
の
興
隆
発
展
の

た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に

活
動
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

今
期
の
活
動
計
画
と
し
て
、
お
よ
そ
恒
例
と

な
っ
て
き
て
い
る
雅
楽
・
浦
安
の
舞
・
祭
祀
舞
の

研
修
会
を
開
催
、
祭
式
研
修
会
に
お
い
て
は
、
各

支
部
や
地
区
に
て
三
日
間
の
開
催
を
必
須
と
し
て

勧
奨
し
ま
す
。
各
種
研
修
会
は
そ
の
場
所・時
期・

曜
日
等
々
に
よ
り
参
加
者
の
増
減
が
み
ら
れ
ま
す

が
、よ
り
参
加
し
や
す
い
状
況
を
構
築
す
る
べ
く
、
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講
師
先
生
や
参
加
者
に
対
す
る
ヒ
ア
リ
ン
グ
結
果

を
反
映
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
過
去
の
成
果
物
な
ど
を
、
今
で
も
社
務

所
や
自
宅
に
て
活
用
さ
れ
て
い
る
方
も
多
い
と
思

い
ま
す
が
、
歴
々
の
祭
祀
委
員
会
に
よ
り
展
開
さ

れ
て
き
た
様
々
な
事
業
の
想
い
を
汲
む
た
め
、
そ

の
内
容
を
調
査
し
、
次
期
に
引
き
継
ぐ
べ
き
参
考

資
料
と
し
て
纏
め
、
さ
ら
に
必
要
に
応
じ
て
復
刻

あ
る
い
は
更
新
し
広
く
周
知
す
る
こ
と
も
含
め
て

検
討
し
て
参
り
ま
す
。

教
化
委
員
会
活
動
紹
介

�

教
化
委
員
長
　
立
澤
俊
輔

　

教
化
委
員
会
委
員
長
を
仰
せ
つ
か
り
ま
し
た
上

伊
那
支
部
の
立
澤
俊
輔
で
す
。
教
化
委
員
会
で
企

画
す
る
研
修
は
、
教
養
研
修
会
・
神
道
行
法
錬
成

研
修
会
な
ど
が
あ
り
ま
す
。
教
養
研
修
会
で
は
、

神
職
及
び
氏
子
総
代
の
課
題
や
研
究
・
外
部
研
修

等
、
内
容
・
時
局
に
即
し
必
要
な
事
を
研
修
会
と

し
て
委
員
会
で
企
画
し
、
皆
様
と
共
に
学
び
た
い

と
思
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
神
道
行
法
錬
成
研
修
会

で
は
神
社
庁
錬
成
行
事
道
彦
保
科
正
広
先
生
の
指

導
の
下
、
禊
行
や
滝
行
を
行
っ
て
い
ま
す
。
滝
行

は
心
身
共
に
鍛
え
ら
れ
る
貴
重
な
経
験
と
な
り
ま

す
の
で
、
是
非
御
参
加
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

ま
た
毎
年
行
っ
て
い
ま
す
氏
子
総
代
研
修
会
の
実

施
や
教
化
部
研
修
旅
行
の
企
画
。
更
に
は
、
家
庭

祭
祀
推
進
の
た
め
の
モ
ダ
ン
神
棚
の
展
示
案
内
も

行
っ
て
い
ま
す
。
御
依
頼
を
頂
け
れ
ば
、
各
支
部

の
大
会
等
に
伺
い
ま
す
の
で
、御
検
討
く
だ
さ
い
。

　

委
員
一
丸
と
な
っ
て
企
画
し
て
参
り
ま
す
の

で
、
そ
の
際
は
大
勢
の
皆
様
の
御
参
加
を
宜
し
く

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

調
査
委
員
会

�

調
査
委
員
長
　
森
井
広
宣

　

今
期
の
調
査
委
員
会
で
は
、
過
去
に
取
り
組
ん

で
き
た
県
内
氏
子
区
域
の
調
査
結
果
の
可
視
化
を

図
り
、
Ｗ
Ｅ
Ｂ
上
で
の
一
般
公
開
を
計
画
し
て
お

り
ま
す
。
神
社
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
で
県
内
神

社
の
基
本
情
報
を
ベ
ー
ス
と
し
て
作
成
し
、
関
連

す
る
情
報
を
紐
付
け
る
こ
と
で
神
社
広
報
の
強
化

を
図
り
、
参
拝
を
促
す
き
っ
か
け
と
な
れ
ば
良
い

と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　

神
社
庁
で
は
、
地
元
の
氏
神
神
社
に
関
す
る
問

い
合
わ
せ
が
多
い
中
、
ま
ず
は
神
道
青
年
会
創
立

七
十
周
年
記
念
事
業
と
し
て
調
査・作
成
し
た
「
長

野
県
内
神
社
氏
子
区
域
一
覧
」
を
活
用
し
、
基
本

情
報
に
加
え
て
公
開
す
る
こ
と
で
、
自
身
の
住
む

場
所
の
氏
神
神
社
を
知
る
機
会
と
な
り
ま
す
。
更

に
は
、
神
社
と
氏
子
の
繋
が
り
を
再
認
識
し
て
頂

く
こ
と
に
よ
り
、
祈
祷
の
相
談
や
御
神
符
の
授
受

な
ど
神
社
と
氏
子
と
の
円
滑
化
を
図
れ
る
こ
と
を

目
指
し
進
め
て
参
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

本
計
画
遂
行
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
県
内
神
社

の
宮
司
を
は
じ
め
神
職
、
関
係
各
位
の
皆
様
方
の

御
理
解
、
御
協
力
が
必
要
不
可
欠
で
ご
ざ
い
ま
す

の
で
、
是
非
お
力
添
え
の
程
宜
し
く
お
願
い
申
し

上
げ
ま
す
。

青
少
年
対
策
推
進
委
員
会

�

青
少
年
対
策
推
進
委
員
長
　
下
原
伸
一

　

青
少
年
対
策
推
進
事
業
に
お
き
ま
し
て
は
、
春

の
子
供
参
宮
団
、
夏
の
靖
國
神
社
参
拝
旅
行
を
実

施
し
て
お
り
ま
す
。

　

子
供
参
宮
団
で
は
、
伊
勢
の
神
宮
に
お
い
て
、

御
神
楽
を
奉
納
し
て
御
垣
内
に
て
お
参
り
を
し
ま

す
。
ま
た
、
お
は
ら
い
町
を
散
策
し
て
神
宮
会
館

に
宿
泊
す
る
な
ど
、
貴
重
な
体
験
が
で
き
ま
す
。

　

靖
國
神
社
参
拝
旅
行
で
は
、
東
京
の
靖
國
神
社

を
お
参
り
し
て
、
日
本
の
近
代
史
を
学
び
、
平
和

の
尊
さ
に
つ
い
て
考
え
を
深
め
ま
す
。

　

そ
し
て
青
少
年
向
け
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
更

新
、各
事
業
の
参
加
申
し
込
み
の
際
、二
次
元
バ
ー

コ
ー
ド
を
利
用
す
る
な
ど
利
便
性
を
図
り
な
が
ら

い
わ
ゆ
る
„
Ｚ
世
代
＂
と
い
わ
れ
る
デ
ジ
タ
ル
機

器
に
な
じ
ん
だ
現
在
の
青
少
年
の
教
化
に
取
り
組

ん
で
参
り
ま
す
。
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こ
の
度
、
賀
茂
神
社
権
祢
宜
を
拝
命
い
た
し
ま

し
た
。

　

幼
い
頃
よ
り
神
職
と
し
て
奉
仕
す
る
祖
母
の
姿

を
見
て
神
職
を
志
し
、
こ
う
し
て
奉
仕
で
き
ま
す

こ
と
を
大
変
嬉
し
く
存
じ
ま
す
。

　

昨
年
ま
で
大
学
に
て
神
道
に
つ
い
て
学
び
、
本

年
社
会
人
と
な
っ
た
ば
か
り
で
は
ご
ざ
い
ま
す

が
、
氏
子
の
皆
様
に
信
頼
し
て
頂
け
る
神
職
と
な

れ
る
よ
う
、
日
々
精
進
し
て
参
り
ま
す
。

　

未
熟
者
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
御
指

導
御
鞭
撻
の
程
、
何
卒
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

令
和
六
年
十
二
月
一
日
付
で
鎭
神
社
の
祢
宜
を

拝
命
し
た
巢
山
と
申
し
ま
す
。

　

当
社
は
中
山
道
奈
良
井
宿
に
鎮
座
し
、
約

四
〇
〇
年
余
り
に
わ
た
り
宿
場
に
住
ま
う
人
々
と

中
山
道
を
行
き
交
う
旅
人
を
見
守
っ
て
参
り
ま
し

た
。

　

昨
年
の
四
月
一
日
よ
り
妻
と
二
人
で
常
駐
し
て

お
り
ま
す
。

　

長
ら
く
他
県
に
お
り
ま
し
た
の
で
、
県
内
の
事

情
に
疎
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
永
き
に
わ
た

り
地
元
の
方
々
が
大
切
に
お
守
り
し
て
き
た
氏
神

様
を
次
の
世
代
へ
継
承
し
て
い
く
為
に
、
ま
た
斯

界
の
更
な
る
発
展
の
為
、
微
力
な
が
ら
誠
心
誠
意

神
明
奉
仕
に
務
め
て
参
る
所
存
で
す
。

　

先
輩
諸
賢
に
お
か
れ
ま
し
て
は
何
卒
御
指
導
御

鞭
撻
を
賜
り
ま
す
よ
う
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。

　

東
京
の
神
社
で
御
奉
仕
さ
せ
て
頂
い
た
間
に
培

か
っ
て
き
た
氏
子
さ
ん
と
の
関
わ
り
方
・
繋
が
り

方
を
、
そ
の
土
地
に
合
っ
た
方
法
で
氏
子
さ
ん
や

参
拝
者
の
方
々
に
実
践
し
、
神
社
が
皆
様
に
と
っ

て
憩
い
の
場
で
あ
る
よ
う
に
精
進
し
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
時
代
の
流
れ
に
沿
い
つ
つ
先
人
の
想
い

と
と
も
に
教
化
活
動
を
行
っ
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
ま
す
。

新
任
神
職
の
横
顔

新
し
く
任
命
さ
れ
た
神
職
を
紹
介
し
ま
す

新
し
く
任
命
さ
れ
た
神
職
を
紹
介
し
ま
す

笠か
さ
は
ら原

　
羽は

な奈

�

二
十
三
歳

賀
茂
神
社　

権
祢
宜

諏
訪
支
部

巢す
や
ま山

　
智と
も
ゆ
き之

�

四
十
二
歳

鎭
神
社　

祢
宜

木
曽
支
部

太お
お
た田

　
秀ひ
で
た
か享

�

二
十
五
歳

大
田
神
社　

権
祢
宜

長
野
支
部

　

神
道
青
年
会
で
は
、
例
年
年
末
に
長
野
刑

務
所
と
松
本
少
年
刑
務
所
に
お
い
て
、
大
祓

式
並
び
に
各
祈
願
祭
を
斎
行
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
度
、
長
年
の
奉
仕
に
対
し
長
野
刑
務
所

よ
り
感
謝
状
を
頂
戴
い
た
し
ま
し
た
。

　

青
年
会
員
の
み
が
奉
仕
で
き
る
貴
重
な
機

会
で
あ
り
、
学
び
の
多
い
時
間
と
な
っ
て
お

り
ま
す
。
引
き
続
き
教
化
活
動
の
一
助
と
な

る
よ
う
取
り
組
ん
で
参
り
ま
す
。

長野刑務所での斎行の様子

教誨師の先生方と奉仕員

神
道
青
年
会
報
告

長
野
刑
務
所
よ
り
感
謝
状
授
与
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令
和
七
年
七
月
〜

長
野
県
神
社
庁
長
感
謝
状
　
三
十
万
円
以
上
寄
附

神
社
本
庁
統
理
感
謝
状
　
三
百
万
円
以
上
寄
附

支
部
名

神
社
名

鎮
座
地

氏
名

大
北
支
部

諏
訪
神
社

白
馬
村

㈱
岩
岳
リ
ゾ
ー
ト

大
北
支
部

黒
川
諏
訪
神
社

小
谷
村

㈲
千
国
板
金

長
野
支
部

伊
勢
神
社

長
野
市

内
田
元
一

支
部
名

神
社
名

鎮
座
地

氏
名

飯
伊
支
部

廣
幡
八
幡
神
社

飯
田
市

林　

孝
人

昇
級
・
神
職
身
分
二
級

飯
玉
神
社

宮
司

猿
田
悦
子

十・一

北
佐
久

諏
訪
大
社

権
祢
宜

葛
巻
吉
弘

十・一

諏
訪

七
窪
神
社

宮
司

紫
芝
光
司

十・一

上
伊
那

松
原
神
社

宮
司

武
井
喜
信

十・一

上
水
内

別
表
神
社
宮
司
任
命

戸
隠
神
社

本　

宮
司

大
杉
明
彦

九・一

上
水
内

任
命

秋
葉
神
社

兼　

宮
司

塩
入　

哲

六・二
十

上
水
内

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

水
澤
貴
文

九・一

北
佐
久

平
原
神
社

兼　

宮
司

水
澤
貴
文

九・一

北
佐
久

富
士
浅
間
神
社

兼　

宮
司

水
澤
貴
文

九・一

北
佐
久

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

水
澤
貴
文

九・一

北
佐
久

八
満
弓
神
社

兼　

宮
司

水
澤
貴
文

九・一

北
佐
久

石
神
社

兼　

宮
司

水
澤
貴
文

九・一

北
佐
久

大
久
保
神
社

兼　

宮
司

水
澤
貴
文

九・一

北
佐
久

今
村
神
社

兼　

祢
宜

島
田
幸
子

十
一・一

上
伊
那

智
子
神
社

兼　

祢
宜

島
田
幸
子

十
一・一

上
伊
那

智
児
神
社

兼　

祢
宜

島
田
幸
子

十
一・一

上
伊
那

諏
訪
神
社

兼　

祢
宜

島
田
幸
子

十
一・一

上
伊
那

手
長
神
社

兼　

祢
宜

島
田
幸
子

十
一・一

上
伊
那

神
明
神
社

兼　

祢
宜

島
田
幸
子

十
一・一

上
伊
那

蕗
原
神
社

兼　

祢
宜

島
田
幸
子

十
一・一

上
伊
那

白
山
神
社

兼　

祢
宜

島
田
幸
子

十
一・一

上
伊
那

小
川
神
社

兼　

祢
宜

藤
井
治
樹

十
一・一

上
水
内

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

名
取
人
利

十
二・一

諏
訪

長
池
神
社

兼　

宮
司

倉
澤　

玄

九・一

長
野

八
幡
神
社

兼　

宮
司

倉
澤　

玄

九・一

長
野

芋
井
神
社

兼　

宮
司

倉
澤　

玄

九・一

長
野

池
生
神
社

兼　

宮
司

倉
澤　

玄

九・一

長
野

八
幡
神
社

兼　

宮
司

倉
澤　

玄

九・一

長
野

八
幡
神
社

兼　

宮
司

倉
澤　

玄

九・一

長
野

昇
任

習
焼
神
社

本　

宮
司

原　

彰
紀

九・一

諏
訪

弥
栄
神
社

本　

宮
司

倉
澤　

玄

九・一

長
野

武
水
別
神
社

本　

祢
宜

畠
山　

智

十・十
五

更
級

新
任

大
田
神
社

権
祢
宜

太
田
秀
享

九・一

長
野

賀
茂
神
社

権
祢
宜

笠
原
羽
奈

八・一

諏
訪

諏
訪
神
社

祢
宜

島
田
幸
子

十
一・一

上
伊
那

諏
訪
社

祢
宜

神
田
宏
美

一・一

飯
水

転
入

熊
野
皇
大
神
社

（
東
京
都　

蛇
窪
神
社

よ
り
転
入
）

本　

権
祢
宜
釘
田
拓
磨

十
一・一

北
佐
久

本
務
替

水
内
鎮
神
社

（
戸
隠
神
社
よ
り
）

宮
司

水
野
邦
樹

九・一

長
野

退
職

諏
訪
大
社

権
祢
宜

小
松
聖
弥
八・三
十
一
諏
訪

大
伴
神
社

祢
宜

金
井
重
忠

九・十
五

北
佐
久

辞
職

戸
隠
神
社

本　

宮
司

水
野
邦
樹
八・三
十
一
上
水
内

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

金
井
重
忠
八・三
十
一
北
佐
久

平
原
神
社

兼　

宮
司

金
井
重
忠
八・三
十
一
北
佐
久

富
士
浅
間
神
社

兼　

宮
司

金
井
重
忠
八・三
十
一
北
佐
久

諏
訪
神
社

兼　

宮
司

金
井
重
忠
八・三
十
一
北
佐
久

八
満
弓
神
社

兼　

宮
司

金
井
重
忠
八・三
十
一
北
佐
久

石
神
社

兼　

宮
司

金
井
重
忠
八・三
十
一
北
佐
久

大
久
保
神
社

兼　

宮
司

金
井
重
忠
八・三
十
一
北
佐
久

帰
幽　

謹
ん
で
御
霊
の
安
ら
か
な
る
こ
と
を
お
祈
り
い
た
し
ま
す

奉
務
神
社　

職
名

階
位
・
身
分

氏
名

帰
幽
日

支
部
名

南
方
富
神
社
宮
司

正
・
二
級
上
堀
内
静
夫

八・十

更
級

古
宮
神
社
宮
司

正
・
二
級

越
志
秀
徳
十
一・十
二
上
水
内

諏
訪
神
社
宮
司

権
正
・
三
級
小
林
史
人

一
・
二
十

北
佐
久
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令和６年度長野県神社庁災害救助慰藉特別会計歳入歳出決算書

令和６年度長野県神社庁歳入歳出決算書
歳入の部� （単位：円）
款 科　目 決算額 予算額 比較増減△ 附記説明
1 幣 帛 幣 饌 料 699,000 699,000 0 神社本庁より
2 交 付 金 110,860,000 110,860,000 0 本庁交付金
3 負 担 金 33,345,000 33,870,000 △525,000 支部負担金、神社負担金、神職負担金、特別寄贈金
4 協 賛 金 5,160,000 5,900,000 △740,000 特別協賛金、寄付金
5 財 産 収 入 515,176 500,000 15,176 財産利子配当金
6 補 助 金 120,000 120,000 0 神社本庁より参事給与補助金
7 各 種 証 明 料 3,039,100 2,920,000 119,100 神職任命・登録料、承認料、各種手数料・証明料、階位授与交付金
8 諸 収 入 2,771,394 2,500,000 271,394 賽物収入、雑収入
9 管 理 費 収 入 600,000 600,000 0 庁舎管理費収入、関係団体管理費収入
10 過 年 度 収 入 137,500 200,000 △62,500
11 繰 越 金 25,249,958 21,831,000 3,418,958

合　計 182,497,128 180,000,000 2,497,128
歳出の部� （単位：円）
款 費　目 決算額 予算額 比較増減△ 附記説明
1 神宮神徳宣揚費交付金 46,016,714 46,016,714 0 支部を通じて各神社へ
2 幣 帛 幣 饌 料 8,611,444 9,000,000 △388,556 別表及特別神社、本務・兼務神社、献幣使参向神社、幣饌料供進神社、献幣使・随員旅費等
3 会 議 費 4,798,527 4,500,000 298,527 会議旅費、諸費
4 庁 務 費 40,663,856 40,686,000 △22,144 神事費、儀礼費、役員報酬、諸給与及び福利厚生費、需要費
5 負 担 金 27,964,424 27,973,424 △9,000 神社本庁へ
6 事 業 費 15,091,464 14,200,000 891,464 大麻関係費、教化部費、庁報発行費、神社振興対策費、職員研修費、東海五県連合会費等
7 研 修 諸 費 206,332 300,000 △93,668 神社庁研修諸費
8 庁 舎 維 持 費 907,510 800,000 107,510 修繕費、設備費、火災保険費
9 交 付 金 2,355,685 2,500,000 △144,315 神職会、総代会、災害慰藉特別会計各交付金
10 積 立 金 2,300,000 2,300,000 0 基本金積立金、役職員退職積立金、五県連合総会積立金、神道昂揚資金積立金等
11 補 助 金 50,000 50,000 0 時局対策費
12 新庁舎建設調査費 0 20,000,000 △20,000,000 新庁舎建設特別委員会　会議費・調査諸費等
13 予 備 費 0 11,673,862 △11,673,862

合　計 148,965,956 180,000,000 △31,034,044

歳入の部� （単位：円）
款 科　目 決算額 予算額 比較増減△ 附記説明
１ 負 担 金 3,250,000 3,240,000 10,000 支部負担金、神職掛金
２ 災害救助慰藉特別会計交付金 100,000 100,000 0 交付金
３ 本 庁 見 舞 金 190,000 150,000 40,000 本庁見舞金３件分
４ 雑 収 入 4,302 1,000 3,302 利息
５ 繰 越 金 6,949,631 6,509,000 440,631 繰越金

合　計 10,493,933 10,000,000 493,933
歳出の部� （単位：円）
款 費　目 決算額 予算額 比較増減△ 附記説明
１ 災 害 慰 藉 費 1,994,900 3,685,000 △1,690,100 神社災害慰藉費、神社総代慰藉費、神職災害慰藉費
２ 神 職 掛 金 2,050,000 2,040,000 10,000 神職掛金積立金、神職掛金支払金
３ 本庁災害慰藉費 294,000 300,000 △6,000 災害対策資金
４ 運 営 費 2,640 60,000 △57,360 事務費、旅費、雑費
５ 予 備 費 0 3,915,000 △3,915,000 神道青年会災害復興支援金

合　計 4,341,540 10,000,000 △5,658,460
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き
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な
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て
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い
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が
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期
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庁
報
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集
委
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の
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を
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紹
介
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

　

副
委
員
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に
は
、
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れ
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た
。

　

委
員
長
が
委
員
長
で
す
の
で
、
お
酒
の
席
が
メ
イ
ン
だ
ろ
う

と
言
わ
れ
て
し
ま
い
そ
う
で
す
が
、
や
る
か
ら
に
は
楽
し
く
有

意
義
な
三
年
間
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
の
で
、
念
い
を
共

有
し
な
が
ら
読
み
や
す
い
紙
面
に
心
が
け
て
取
り
組
ん
で
参
り

た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
と
リ
ン
ク
し
な
が

ら
…
と
前
号
で
書
か
せ
て
頂
き
、
こ
の
間
に
調
査
を
行
い
ま
し

た
が
、
神
社
庁
教
化
部
と
し
て
も
手

を
入
れ
た
い
お
考
え
が
あ
る
よ
う
で

す
の
で
、
担
当
委
員
会
と
も
力
を
合

わ
せ
て
一
緒
に
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
た
ら
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

最
後
に
な
り
ま
す
が
、
今
号
よ
り

「
春
祭
号
」・「
秋
祭
号
」
に
変
更
し
て

発
行
さ
せ
て
頂
き
ま
す
こ
と
を
御
了

承
頂
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。

　

皆
様
の
御
要
望
な
ど
を
お
聞
か
せ

頂
き
ま
す
れ
ば
幸
い
に
存
じ
ま
す
。

�

編
集
委
員
長　

白 

鳥 

俊 

明

祝 春祭り
上
田
市
武
石
鎮
座

子

檀

嶺

神

社

　

宮　
　

司　

清　

住　

宗　

廣

　

総
代
会
長　

池　

内　

俊　

郎

上
田
市
生
田
鎮
座

飯

沼

神

社

　

宮　
　

司　

清
　
住
　
邦
　
廣

　

総
代
会
長　

関　
　
　

敏　

男

海
野
氏

真
田
氏　

氏
神
様　

信
州
海
野
宿
鎮
座

白

鳥

神

社

　

宮　
　

司　

石　

和　
　
　

大

安
曇
野
市
明
科
潮
鎮
座

神
　

明
　

宮

　

宮　
　

司　

隠　

岐　

光　

洋

　

祢　
　

宜　

隠　

岐　

有
紀
子

南
佐
久
郡
小
海
町
豊
里
鎮
座

諏
方
社
上
下
二
座

（
松
原
諏
方
神
社
）

　

宮　
　

司　

鷹　

野　
　
　

健

上
田
市
真
田
町
長
真
田
鎮
座

山

家

神

社

　

宮　
　

司　

押　

森　
　
　

慎

　

総
代
会
長　

松　

尾　

重　

則

　

婦
人
会
長　

大　

塚　

な
お
美

誰
が
舞
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
？

今
号
の
表
紙

　
十
月
二
十
八
日
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
第

六
十
回
全
国
神
社
総
代
会
大
会
の
清
興

『
戸
隠
神
楽
』、
そ
の
戸
隠
神
楽
の
中
心
的

な
舞
で
あ
り
ま
す
「
岩
戸
開
き
の
舞
」
は
、

天
の
岩
屋
に
お
隠
れ
に
な
っ
た
天
照
大
神

が
再
び
外
に
出
て
清
明
（
さ
や
け
）
な
世

に
な
っ
た
様
子
を
表
現
さ
れ
て
い
ま
す

が
、
天
宇
受
売
（
あ
め
の
う
ず
め
）
を
舞

わ
れ
て
い
た
の
は
我
ら
が
副
庁
長
、
水
野

邦
樹
さ
ん
で
し
た
。
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神神
饌饌
のの
供供
ええ
方方  

三三
方方
のの
受受
けけ
渡渡
しし
方方  

 

受受けけるるににはは、、左左、、右右のの順順にに手手のの平平をを

胴胴にに当当てててて三三方方のの重重ささをを受受けけ止止

めめ、、親親指指はは折折敷敷のの縁縁のの外外側側にに当当てて

てて、、他他のの四四指指はは揃揃ええてて、、渡渡すす者者のの手手

のの甲甲をを斜斜めめ下下のの方方かからら手手をを覆覆ううよよ

ううににかかけけまますす。。  

次次にに、、渡渡すす者者がが右右、、左左のの順順にに手手をを引引くく

とと同同時時にに、、四四指指のの位位置置をを折折敷敷のの裏裏とと

胴胴ととにに移移ししかかええてて捧捧げげ持持ちちまますす。。  

  

両両者者ととももにに、、神神饌饌にに息息がが掛掛かかららなないい

よようう目目のの高高ささにに持持ちちまますす。。  

台台数数のの合合計計がが奇奇数数のの場場合合はは案案（（机机））のの中中心心にに11台台目目かからら

順順にに供供ええまますす。。偶偶数数のの場場合合はは向向かかっってて右右側側がが上上位位ととなな

りり、、中中心心をを挟挟んんでで左左右右にに、、上上記記番番号号のの順順にに供供ええまますす。。いい

ずずれれのの場場合合もも下下げげるる場場合合はは供供ええたた順順ととはは逆逆にに下下げげまますす。。  

神神
様様
にに
おお
供供
ええ
すす
るる
食食
べべ
物物
やや
おお
酒酒
等等
をを
神神
饌饌
とと
言言
いい
まま
すす
。。

品品
目目
はは  

神神
社社
にに
よよ
っっ
てて
異異
なな
るる
ここ
とと
はは
ああ
りり
まま
すす
がが
、、
一一
般般
的的

にに
はは
米米
、、
酒酒
、、
餅餅
、、
魚魚
、、
乾乾
物物
（（
海海
菜菜
））
、、
野野
菜菜
、、
果果
物物
、、
菓菓
子子
、、

塩塩
・・
水水
等等
のの
順順
番番
でで
おお
供供
ええ
すす
るる
ここ
とと
がが
多多
いい
でで
すす
。。  

そそ
のの
ほほ
かか
、、
季季
節節
のの
品品
やや
、、
神神
社社
のの
伝伝
統統
的的
なな
おお
供供
ええ
物物
もも
ああ

りり
まま
すす
。 し

ん
せ
ん 

さ
ん
ぼ
う 

① ② 

受受
けけ
るる
者者  

  

渡渡
すす
者者  

受受
けけ
るる
者者  

  

渡渡
すす
者者  
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受受けけるるににはは、、左左、、右右のの順順にに手手のの平平をを

胴胴にに当当てててて三三方方のの重重ささをを受受けけ止止

めめ、、親親指指はは折折敷敷のの縁縁のの外外側側にに当当てて

てて、、他他のの四四指指はは揃揃ええてて、、渡渡すす者者のの手手

のの甲甲をを斜斜めめ下下のの方方かからら手手をを覆覆ううよよ

ううににかかけけまますす。。  

次次にに、、渡渡すす者者がが右右、、左左のの順順にに手手をを引引くく

とと同同時時にに、、四四指指のの位位置置をを折折敷敷のの裏裏とと

胴胴ととにに移移ししかかええてて捧捧げげ持持ちちまますす。。  

  

両両者者ととももにに、、神神饌饌にに息息がが掛掛かかららなないい

よようう目目のの高高ささにに持持ちちまますす。。  

台台数数のの合合計計がが奇奇数数のの場場合合はは案案（（机机））のの中中心心にに11台台目目かからら

順順にに供供ええまますす。。偶偶数数のの場場合合はは向向かかっってて右右側側がが上上位位ととなな

りり、、中中心心をを挟挟んんでで左左右右にに、、上上記記番番号号のの順順にに供供ええまますす。。いい

ずずれれのの場場合合もも下下げげるる場場合合はは供供ええたた順順ととはは逆逆にに下下げげまますす。。  

神神
様様
にに
おお
供供
ええ
すす
るる
食食
べべ
物物
やや
おお
酒酒
等等
をを
神神
饌饌
とと
言言
いい
まま
すす
。。

品品
目目
はは  

神神
社社
にに
よよ
っっ
てて
異異
なな
るる
ここ
とと
はは
ああ
りり
まま
すす
がが
、、
一一
般般
的的

にに
はは
米米
、、
酒酒
、、
餅餅
、、
魚魚
、、
乾乾
物物
（（
海海
菜菜
））
、、
野野
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、、
果果
物物
、、
菓菓
子子
、、

塩塩
・・
水水
等等
のの
順順
番番
でで
おお
供供
ええ
すす
るる
ここ
とと
がが
多多
いい
でで
すす
。。  

そそ
のの
ほほ
かか
、、
季季
節節
のの
品品
やや
、、
神神
社社
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なな
おお
供供
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物物
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せ
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さ
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ぼ
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けけ
るる
者者  

  

渡渡
すす
者者  

受受
けけ
るる
者者  

  

渡渡
すす
者者  
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